
1 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

こども未来部保育課 

 
許認可等の内容 特定教育・保育施設の確認

 
根拠法令等及び条項 子ども・子育て支援法第３１条第１項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項

 
設定等年月日

令和　　年　　月　　日設定 

令和　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 　日

 

審

査

基

準

根拠条項 子ども・子育て支援法第３１条

 
参考事項

 
設定等年月日

平成２４年　８月２２日設定 

令和　７年１０月　１日最終変更

 【　基　準　】

 
第２７条第１項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の

設置者（国（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に規定

する国立大学法人を含む。第５８条の９第２項、第３項及び第６項、第６５条第

４号及び第５号並びに附則第７条において同じ。）及び公立大学法人（地方独立

行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に規定する公立大学法

人をいう。第５８条の４第１項第１号、第５８条の９第２項並びに第６５条第３

号及び第４号において同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請によ

り、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就

学前子どもの区分ごとの利用定員を定めて、市町村長が行う。 

（１）　認定こども園　第１９条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（２）　幼稚園　第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

（３）　保育所　第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第

３号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

２　市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとす

るときは、第７２条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合に

あってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

３　市町村長は、第１項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めたとき

は、内閣府令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
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